
（△は一部該当）

障害区分・等級（程度）別制度・サービス一覧表 【注】この一覧表はあくまでも目安です。詳しくは各窓口（掲載ページ参照）にお問合せください。

制 度

障害種別

医 療 各 種 手 当 年 金 等 日常生活の支援 行動範囲の拡大

重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
の
助
成

後

期

高

齢

者

医

療

精
神
障
害
者
通
院
医
療
費
の
助
成

自
立
支
援
医
療
（
精
神
医
療
）

自
立
支
援
医
療
（
更
生
医
療
）

自
立
支
援
医
療
（
育
成
医
療
）

在

宅

重

度

障

害

者

手

当

特

別

障

害

者

手

当

障

害

児

福

祉

手

当

特

別

児

童

扶

養

手

当

児

童

扶

養

手

当

障

害

基

礎

年

金

障

害

厚

生

年

金

障

害

手

当

金

心

身

障

害

者

扶

養

共

済

補
装
具
費
の
支
給（
補
装
具
の
交
付
・
修
理
）

日
常
生
活
用
具
の
給
付
・
貸
与

生

活

サ

ポ

ー

ト

福
祉
タ
ク
シ
ー
券
／
自
動
車
燃
料
費
の
助
成

運
転
免
許
取
得
費
の
補
助

自
動
車
改
造
費
用
の
助
成

手

話

通

訳

者

の

派

遣

身

体

障

害

者

（

身

体

障

害

者

手

帳

）

視覚障害

１級 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○
２級 ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○
３級 ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○
４級 ○ ○ △ △ ○ ○ ○
５級 ○ ○ △ ○ ○ ○
６級 ○ ○ △ ○ ○ ○

聴覚・平衡
機能障害

２級 ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
３級 ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ △ ○
４級 ○ ○ △ △ ○ ○ △ ○
５級 ○ ○ △ △ ○ ○ △ ○
６級 ○ ○ △ △ ○ ○ △ ○

音声・言語
機能障害

３級 ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ △
４級 △ △ ○ ○ △ △ ○ ○ △

肢体不自由
（上肢・体幹・下肢）

１級 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ △
２級 ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ △
３級 ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ ○ △ △ △
４級 △ △ ○ ○ △ △ △ ○ △ ○ △ △
５級 ○ ○ △ ○ △ ○ △ △
６級 ○ ○ △ ○ △ ○ △ △

内部障害

１級 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ △ ○ △ △ ○ ○ △
２級 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ ○ △ △ ○ ○ △
３級 ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ △ △ ○ △
４級 ○ ○ △ △ △ ○ △

知的障害者
（療育手帳）

� ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △
A ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △
B ○ △ ○ △ ○ ○ ○ △
C ○ ○ △

精神障害者
（精神障害者保
健福祉手帳）

１級 △ △ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ △
２級 △ △ ○ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○ △
３級 ○ ○ △ △ ○ △

所得に応じての自己負担の有無 ○ △
所得制限の有無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○
掲載ページ ２２ ２２ ２９ ２７ ２７ ２７ ３０ ３０ ３１ ３１ ３２ ３３ ３４ ３４ ３５ ４２ ４３ ４９ ５３ ５５ ５５ ５６

備 考

△
→
右
記
の
事
由
に
よ
り
、
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
の
保
険
証
が
交
付
さ
れ
て
い
る
場
合

△
６５
歳
以
上
の
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令

別
表
に
該
当
す
る
障
害
者
と
し
て
認
定
を
受
け
ら
れ
る
場
合

→
右
記
の
自
立
支
援
医
療
（
精
神
医
療
）
を
利
用

し
た
際
の
自
己
負
担
分

手
帳
に
よ
ら
ず
、
継
続
し
て
精
神
疾
患
の
通
院
医

療
を
受
け
て
い
る
場
合
（
入
院
治
療
は
対
象
外
）

治
療
等
に
よ
り
、
症
状
の
軽
減
・
機
能
回
復
等
が

期
待
で
き
る
場
合

１８
歳
未
満
の
児
童
が
対
象
。
治
療
等
に
よ
り
、
症

状
の
軽
減
等
が
期
待
で
き
る
場
合

対
象
者
の
前
年
の
市
町
村
民
税
が
非
課
税
の
場
合

の
み
支
給
。
△
２０
歳
未
満

△
障
害
基
礎
年
金
１
級
相
当
の
障
害
が
重
複
す
る

場
合

△
精
神
障
害
等
そ
の
他
同
程
度
の
障
害
を
有
す
る

場
合

父
が
障
害
を
有
す
る
場
合
、
そ
の
父
の
障
害
の
程

度
に
よ
る

そ
の
他
同
程
度
の
障
害
を
有
す
る
場
合

△
２０
歳
前
の
障
害
の
場
合
、
所
得
制
限
あ
り

そ
の
他
同
程
度
の
障
害
を
有
す
る
場
合

厚
生
年
金
の
被
保
険
者

そ
の
他
同
程
度
の
障
害
を
有
す
る
場
合

厚
生
年
金
の
被
保
険
者

そ
の
他
、
特
定
疾
患
・
難
病
な
ど
の
場
合

費
用
の
一
割
は
自
己
負
担

費
用
の
一
割
は
自
己
負
担

△
利
用
者
が
１８
歳
未
満
で
あ
る
場
合

福
祉
タ
ク
シ
ー
券
、
自
動
車
燃
料
費
の
い
ず
れ
か

片
方
の
み
選
択

△
障
害
の
た
め
、
運
転
可
能
な
車
に
限
定
・
条
件

の
あ
る
場
合

自
身
の
通
勤
等
の
た
め
に
改
良
が
必
要
な
場
合

平
衡
機
能
障
害
を
除
く

制 度

障害種別

交通機関の割引 公共料金等の優遇措置 税金の控除・減免 住 居
市
内
循
環
バ
ス
利
用
料
の
免
除（
無
料
乗
車
証
の
交
付
）

旅
客
運
賃
の
割
引
（
第
１
種
）

旅
客
運
賃
の
割
引
（
第
２
種
）

有
料
道
路
通
行
料
等
の
割
引（
第
１
種
）

有
料
道
路
通
行
料
等
の
割
引（
第
２
種
）

Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
料
受
信
料
の
半
額
免
除

Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
料
受
信
料
の
全
額
免
除

郵

便

料

金

の

減

免

携
帯
電
話
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
基
本
料
・
通
話
料
等
の
割
引

Ｎ

Ｔ

Ｔ

無

料

番

号

案

内

郵
便
に
よ
る
不
在
者
投
票

公
共
施
設
の
施
設
使
用
料
等
の
減
免

所
得
税
・
住
民
税
等
の
特
別
障
害
者
控
除

所
得
税
・
住
民
税
等
の
一
般
障
害
者
控
除

自
動
車
税
・
自
動
車
取
得
税
の
減
免（
軽
自
動
車
以
外
）

軽

自

動

車

税

の

減

免

重
度
障
害
者
居
宅
改
善
費

住

宅

資

金

の

貸

し

付

け

県

営

住

宅

の

家

賃

減

額

身

体

障

害

者

（

身

体

障

害

者

手

帳

）

視覚障害

１級 ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
２級 ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
３級 ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
４級 ○ △ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○
５級 ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ △ ○
６級 ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ △ ○

聴覚・平衡
機能障害

２級 ○ △ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
３級 ○ △ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
４級 ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ △ ○ ○
５級 ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ △ ○
６級 ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ △ ○

音声・言語
機能障害

３級 ○ △ ○ ○ ○ △ △ ○ ○
４級 ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○

肢体不自由
（上肢・体幹・下肢）

１級 ○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ △ △ ○ ○
２級 ○ △ △ △ △ △ △ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ △ △ ○ ○
３級 ○ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ △ △ ○
４級 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ △ ○
５級 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ △ ○
６級 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ △ ○

内部障害

１級 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
２級 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
３級 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
４級 ○ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ △ ○ ○

知的障害者
（療育手帳）

� ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
A ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
B ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
C ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○

精神障害者
（精神障害者保
健福祉手帳）

１級 ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○
２級 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
３級 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○

所得に応じての自己負担の有無
所得制限の有無 ○ ○ ○ ○
掲載ページ ５７ ５９ ５９ ６０ ６０ ６１ ６１ ６２ ６２ ６２ ６４ ６６ ６６ ６７ ６６ ７４ ７４ ７４

備 考

本
人
の
み
無
料

本
人
＋
介
護
者
１
人
に
つ
い
て
割
引

本
人
の
み
割
引
（
１２
歳
未
満
で
あ
れ
ば
、
介
護
者

１
人
も
割
引
）

本
人
以
外
の
者
に
よ
る
運
転
の
場
合
も
割
引

本
人
が
運
転
す
る
場
合
の
み
割
引

△
世
帯
主
か
つ
契
約
者
の
場
合

△
低
所
得
世
帯
な
ど
の
場
合

△
下
肢
障
害
を
除
く

映
画
館
・
博
物
館
な
ど
、
各
種
の
施
設
・
機
関
で

独
自
の
優
遇
措
置
を
と
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

上
限
あ
り
（
自
動
車
税
・
年
４
万
５
千
円
／
自
動

車
取
得
税
・
年
１５
万
円
）

歩
行
が
困
難
な
場
合

１
回
限
り

△
下
肢
又
は
体
幹
機
能
の
障
害
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東円寺前 

泉水3

新座署 
水道道路 

野火止下 

膝折町4

浜崎 

二小入口 

税務署入口 

郵便局前 

市営球場 

朝霞市役所● 

NTT朝霞 
116 
● 

●新座市役所 

中央公園入口 
栄町4

税大前 

本町小前 

駅入口 

警
察
前 

第
四
小 

朝
霞
自
衛
隊 

宮戸派出所 

保健センター● 
 

北
  朝
  霞
 

朝  霞  台 

朝　　霞 
和 光 市

 

東　武　東　上　線 武
　
蔵
　
野
　
線

武
　
蔵
　
野
　
線 

武
　
蔵
　
野
　
線 

東
京
外
環
自
動
車
道

● 司法研修所 
● 
 

税務大学校 

朝霞警察 

朝霞税務署 

和光市役所 

朝霞職業安定所 
朝霞県税事務所 

朝霞保健所 

和光市総合 
福祉会館 

朝霞地区官公庁案内図
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